
活
の
中
で
役
割
を
終

え
た「
物
」。
そ
の
ま
ま

捨
て
る
と
た
だ
の「
ご
み
」で
す

が
、
分
別
し
て
出
す
こ
と
で
新

た
な
役
割
を
も
っ
た「
物
」と

し
て
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
地
球
環
境
を
守
る
た

め
に
も
、
限
り
あ
る
資
源
を
次

に
つ
な
げ
る「
正
し
い
ご
み
の

分
別
」に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

問
役
場
住
民
課 

環
境
衛
生
係　

　

☎
２
２ｰ

７
７
６
１

生

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
か
ら
ラ
ベ

ル
と
キ
ャ
ッ
プ
を
外
す
。

ボ
タ
ン
長
押
し
な
ど
で

中
身
を
全
て
出
し
切
る
。

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
外
と

中
を
軽
く
洗
浄
す
る
。

「
カ
ン・
ビ
ン
類
専
用
」の

資
源
ご
み
袋
で
出
す
。

ラ
べ
ル
と
キ
ャ
ッ
プ
は「
燃

え
る
ご
み
」袋
で
捨
て
る
。

爆
発
の
危
険
が
あ
る
の

で
、缶
に
穴
を
開
な
い
。

「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
用
」の

資
源
ご
み
袋
で
出
す
。

ああ捨てれば「ご
・
み
・
」、分ければ「資

・
源
・
」 あ

ごみの分別方法
ご紹介します。

1

1

3

3

2

2

4

身の残るスプレー缶を
「ごみ」として出したこと

で、去年は町内で４件の火災が
発生しています。火事を未然に
防ぐためにも、必ず中身を出し
切ってから捨ててください。みな
さんのご協力をお願いします。

中

正しい

WA
SH

NG

P
U
S

HU-

安全に注意して、
中身を出し切ろう！

債務、家計、過払　　年金

債務過払

家計年金

お金の悩みは

専門家へ
Financial Planner

　

福
智
町
で
は
収
入
不
足
や
借

金
問
題
な
ど
に
よ
り
納
税
が
困
難

と
な
っ
て
い
る
方
々
を
対
象
に
、

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー

（
Ｆ
Ｐ
）に
よ
る
無
料
納
税
相
談
を

行
い
ま
す
。
納
税
相
談
で
は
、
Ｆ

Ｐ
が
お
金
に
ま
つ
わ
る
悩
み
に
つ

い
て
丁
寧
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
。

相
談
者
一
人
ひ
と
り
の
ケ
ー
ス
に

合
わ
せ
、
家
計
改
善
に
向
け
た
提

案
を
行
い
ま
す
。

　

滞
納
者
が
返
済
中
の
債
務
を

改
善
す
る
に
は
、
根
本
的
な
原
因

を
見
つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

役
場
職
員
に
は
相
談
し
に
く
い
内

容
も「
住
民
の
側
に
立
つ
第
三
者
」

で
あ
る
Ｆ
Ｐ
が
親
身
に
相
談
を
受

け
付
け
、
有
効
な
解
決
策
を
相

談
者
と
と
も
に
考
え
ま
す
。

　

一
人
で
悩
ま
ず
、
無
料
で
専
門

家
の
相
談
を
受
け
ら
れ
る
こ
の
機

会
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

一
人
ひ
と
り
に
合
わ
せ
た

解
決
策
を
専
門
家
が
提
案

「
第
三
者
」の
視
点
か
ら

正
し
い
解
決
法
が
分
か
る

収入不足や借金などで納税が困難な人を
対象に、ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）
が専門的な無料納税相談を受け付けます｡

●ファイナンシャルプランナー（FP）
税金、投資、住宅ローンや相続などの専門的な知識を持つお金のエキスパート。相
談者に合わせた総合的な診断と助言を行うことができる国家資格を持つ相談員です。

詳しい聞き取りか
ら過払金がある
ことが分かり、弁
護士へ手続きを
依頼。過払金請
求を行いました。

今までよく分から
なかった年金制度。
年金受給資格が
あることを知り、
年金が受給できる
ようになりました。

相談者B

相談者D

毎月苦しかった住
宅ローンを見直
し、返 済 額が 下
がった分を滞納し
ていた税の納付に
充てられました！

毎月なぜか赤字で
したが、家族全員
の収入や支払を見
直し、無駄な支出
を抑えて納税や返
済ができました。

相談者A

相談者C

毎月苦しい
返済を見直し

聞き取りで
過払いが発覚

理由の不明な
赤字を解消

制度を学び
年金受給

相談時間 相 談 日

申込はコチラ 開催日程

会　　場

相 談 料

予約申込 時 間

一人約１時間程度

福智町役場本庁１階　
税務課 納税相談室

税務課 収納対策係
☎ 22ｰ7762

無料

9：00～ 20：00

5/22金、

1/22金、

7/21火、

3/24水

9/25金、11/27金令和２年

令和３年

ご利用には事前予約
が必要です！

相談会の

開催は年６回！

お忘れ無く！
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